
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
理

解
し
、
債
務
者
区
分
向
上
に
向

け
た
積
極
的
な
姿
勢
の
事
業
者

 図表１   債務者区分の内容と財務内容のイメージ

 図表２   債務者区分の検討手順

１
．金
融
円
滑
化
法
と
は
何
だ
っ
た
か

　
平
成
25
年
３
月
に
「
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
（
以
下
、
金
融
円
滑
化
法
）」
の
期
限
が

到
来
す
る
。
こ
の
法
律
は
、
中
小
企
業
者
に
対
し
「
リ
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
以
下
、
リ
ス
ケ
）」

の
ハ
ー
ド
ル
を
大
き
く
下
げ
、
一
時
的
な
資
金
繰
り
を
楽
に
し
た
。

　
リ
ス
ケ
の
本
来
の
意
義
は
、
経
営
再
建
の
た
め
の
時
間
を
金
融
機
関
に
与
え
て
も
ら
う

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
貨
物
輸
送
量
が
伸
び
悩
み
、
厳
し
い
市
場
競
争
環
境
の
中
で
、

経
営
の
改
善
が
十
分
に
行
わ
れ
て
い
な
い
事
業
者
や
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
の
か
分
か
ら
ず
、

現
状
延
長
の
日
々
を
過
ご
す
事
業
者
も
多
数
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
金
融
円
滑
化
法

期
限
到
来
に
あ
た
り
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
と
る
べ
き
対
応
を
２
回
に
分
け
、
考
え

て
い
き
た
い
。
ま
ず
今
回
は
、
金
融
円
滑
化
法
の
概
要
と
そ
の
経
過
、
金
融
機
関
サ
イ
ド

の
視
点
を
、
次
回
は
「
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
の
今
後
の
取
る
べ
き
対
応
」
を
整
理
す
る
。

　

平
成
24
年
９
月
末
ま
で
の
中

小
企
業
者
に
対
す
る
貸
付
条
件

変
更
等
は
、
累
計
で
約
３
７
０

万
件
に
の
ぼ
る
（
金
融
庁
発
表

資
料
）。
事
業
者
数
は
公
表
さ

　

平
成
20
年
の
リ
ー
マ
ン
シ
ョ

ッ
ク
に
よ
る
世
界
的
な
金
融
危

機
と
同
時
不
況
に
よ
り
、
そ
れ

以
降
の
ト
ラ
ッ
ク
の
輸
送
需
要

が
急
速
に
減
少
し
た
環
境
下
に

お
い
て
、
金
融
面
で
は
緊
急
保

証
制
度
や
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト

貸
付
拡
充
等
の
数
々
の
施
策
が

れ
て
い
な
い
が
、
約
46
万
社
と

推
計
（
平
均
借
入
本
数
４
本
、

１
度
の
再
リ
ス
ケ
を
実
施
と
仮

定
）
さ
れ
、
個
人
事
業
者
を
含

む
約
４
２
０
万
社
の
中
小
企
業

施
行
さ
れ
て
き
た
。

　

特
に
金
融
円
滑
化
法
は
、
中

小
企
業
に
と
っ
て
「
リ
ス
ケ
」

を
身
近
に
し
た
。
こ
の
手
法
は

以
前
よ
り
存
在
し
た
が
、
事
業

計
画
（
経
営
改
善
計
画
※
）
を

し
っ
か
り
作
成
し
、
何
度
も
金

融
機
関
と
交
渉
を
重
ね
る
必
要

　

金
融
機
関
に
は
円
滑
な
資
金

供
給
と
い
う
役
割
が
あ
る
。
一

方
で
、
健
全
な
経
営
を
行
う
義

務
が
あ
り
、
金
融
シ
ス
テ
ム
の

破は
た
ん綻
回
避
を
目
的
と
し
た
様
々

な
公
的
な
規
制
を
課
せ
ら
れ
て

い
る
。

　
「
健
全
な
企
業
」
へ
の
円
滑

　
「
事
業
の
持
続
可
能
性
、
再

生
の
可
能
性
」
を
早
期
に
見
極

め
、
事
業
者
ご
と
の
支
援
・
取

り
組
み
方
針
を
も
っ
た
対
応
が

予
想
さ
れ
る
。
特
に
、
地
域
の

金
融
機
関
は
経
営
資
源
が
限
ら

て
い
る
。

　

長
い
付
き
合
い
な
の
で
支
援

し
た
い
と
思
う
融
資
先
が
あ
っ

て
も
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
を

取
り
巻
く
厳
し
い
経
営
環
境
や
、

取
引
し
て
い
る
荷
主
の
業
界
環

境
な
ど
も
見
据
え
て
、
再
生
の

可
能
性
を
総
合
的
に
判
断
し
、

振
り
分
け
が
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
合
理
的
評
価
と
十
分
な

説
明
が
あ
っ
た
上
で
、
不
良
債

権
と
し
て
処
理
さ
れ
る
ケ
ー
ス

も
増
え
る
可
能
性
は
あ
る
。

　

金
融
機
関
は
、
自
ら
の
財
務

状
態
を
明
ら
か
に
す
る
「
自
己

査
定
」と
い
う
手
続
き
の
中
で
、

貸
出
金
の
価
値
を
測
定
し
、
延

滞
や
返
済
さ
れ
な
い
恐
れ
の
あ

る
貸
出
金
を
額
面
よ
り
低
く
評

　

金
融
機
関
に
と
っ
て
上
記
取

り
組
み
の
成
功
は
、
融
資
先
経

営
者
の
対
応
に
か
か
っ
て
い
る
。

リ
ス
ケ
に
よ
り
資
金
が
回
り
始

め
た
こ
と
に
安
心
し
、
猶
予
期

間
中
に
本
来
す
べ
き
事
業
計
画

の
作
成
・
提
出
を
求
め
ら
れ
て

も
動
か
ず
、
経
営
改
善
の
努
力

を
怠
っ
て
し
ま
う
事
例
が
多
い

と
い
わ
れ
て
い
る
。

　

金
融
機
関
の
人
的
資
源
も
限

り
が
あ
る
。
経
営
者
が
決
意
を

も
ち
、「
数
字
」
と
い
う
共
通
言

語
に
よ
り
、
定
期
的
な
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
積
極
的
に
図
っ

て
く
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
お
り
、

そ
の
よ
う
な
経
営
者
を
評
価
・

支
援
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

価
す
る
。

　
「
債
務
者
区
分 

図
表
１
」
が

低
い
事
業
者
へ
の
貸
出
金
ほ
ど
、

金
融
機
関
の
コ
ス
ト
負
担
は
大

き
い
た
め
、そ
れ
に
見
合
う「
高

い
利
率
」
を
事
業
者
に
負
担
さ

せ
る
。「
厳
し
い
審
査
」「
融
資

よ
り
も
回
収
へ
の
判
断
」「
融

資
対
象
外
」
と
、
新
規
融
資
に

お
い
て
は
な
お
さ
ら
ハ
ー
ド
ル

が
上
が
っ
て
く
る
。事
業
者
は
、

最
低
で
も
貸
出
金
が
「
不
良
債

権
」
と
さ
れ
な
い
「
そ
の
他
の

要
注
意
先
」
以
上
に
ラ
ン
ク
を

高
め
た
い
。
ま
た
、「
正
常
先
」

に
区
分
さ
れ
る
に
は
、
厳
し
い

中
で
も
利
益
を
出
し
て
、
自
己

資
本
お
よ
び
実
質
の
キ
ャ
ッ
シ

ュ
・
フ
ロ
ー
が
と
も
に
プ
ラ
ス

で
あ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
も
、

覚
え
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

債
務
者
区
分
は
原
則
と
し
て

「
信
用
格
付
け
」
に
よ
っ
て
行

わ
れ
る
。
決
算
書
に
よ
り
、
財

務
面
の
評
価
に
基
づ
く
定

平成25年３月
① 事業者の持続可能性、再生可能性の見極め
② 支援先の優先順位の明確化
③ 外部機関・外部専門家の活用
④ 事業の持続可能性の見込まれない先に対す
る着地策の実施

⑤ リスケ先に応じた適切な債務者区分・引当
の実施

運送事業者の
債務者区分

その事業者
への貸出金

内　容

財務内容のイメージ

実態の
貸借対照表

実態の損益計算書
（キャッシュ・フロー）

正常先

正常債権

業績良好、財務内容にも問題がな
い。さらに６区分ほどに分かれる

自己資本
プラス

実質の
キャッシュ・フロー

プラス

要
注
意
先

その他の要注意先
業況が低調ないし、不安定、財務内
容に問題があるなど、今後の管理に
注意が必要な融資先 実質の

キャッシュ・フロー
マイナス

要管理先

不良債権

要注意先のうち、貸出条件、債務履
行に問題のある融資先（リスケを行
っている先）

破綻懸念先

経営破綻の状況にはないが、経営難
の状況にあり、事業計画等の進捗が
芳しくなく、今後経営破綻に陥る可
能性が大きい融資先 自己資本

マイナス
（債務超過）

実質の
キャッシュ・フロー

プラス

実質破綻先
法的・形式的な経営破綻にはなって
いないが、深刻な経営難で、再建の
見通しがない状況にある融資先

実質の
キャッシュ・フロー

マイナス

破綻先 法的・形式的な経営破綻に陥っている融資先
（破産、清算、会社更生、民事再生、手形交換所の取引停止処分等）

1 

金
融
機
関
の
自
己
査
定
と

事
業
者
へ
の
影
響

1 

融
資
先
の
振
り
分
け
が
始
ま
っ
て
い
る

1 

貸
付
条
件
の
変
更
等
の
状
況

2 

金
融
の
円
滑
化
に
向
け
た

数
々
の
施
策
に
よ
る
緊
張
感
の
低
下

2 

経
営
者
の
意
識
改
革
こ
そ
出
口
戦
略

成
功
の
ポ
イ
ン
ト
と
考
え
て
い
る

2 

債
務
者
区
分
は
ど
の
よ
う
に
決
ま
る
か

２
．金
融
円
滑
化
法
期
限
到
来
後
の

予
想
さ
れ
る
対
応

３
．債
務
者
区
分
と
信
用
格
付
け

金
融
機
関
と
前
向
き
な
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
は
、

金
融
機
関
の
考
え
方
を
知
る
必
要
が
あ
る

の
約
11
％
が
利
用
し
た
。ま
た
、

倒
産
件
数
も
毎
年
前
年
比
で
減

少
し
て
い
る
（
中
小
企
業
庁
発

表
・
倒
産
の
状
況
）。
中
小
規

模
の
事
業
者
が
多
数
を
占
め
る

ト
ラ
ッ
ク
運
送
業
界
に
お
い
て

も
、
当
面
の
資
金
が
確
保
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

が
あ
り
、
ハ
ー
ド
ル
が
高
か
っ

た
。
か
つ
て
は
、
リ
ス
ケ
を
申

し
出
る
事
業
者
に
は
緊
張
感
が

あ
っ
た
が
、
今
で
は
リ
ス
ケ
を

安
易
に
考
え
て
い
る
経
営
者
が

増
え
た
こ
と
は
否
め
な
い
。

※
金
融
検
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
で
は

「
経
営
改
善
計
画
」
だ
が
、
こ

こ
で
は
、
一
般
的
な
表
現
と
思

わ
れ
る
「
事
業
計
画
」
と
す
る
。

な
資
金
供
給
、
貸
出
金
の
不
良

債
権
の
実
態
把
握
、
融
資
先
の

財
務
・
経
営
状
況
・
融
資
の
返

済
状
況
の
把
握
、
ま
た
、
経
営

相
談
・
指
導
を
通
じ
た
支
援
等

と
い
う
役
割
を
果
た
す
た
め
、

金
融
機
関
は
別 

表

に
取
り
組

み
始
め
て
い
る
。

れ
る
た
め
、
体
力
に
応
じ
た
支

援
を
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
金
融

庁
の
指
針
に
は
、
事
業
者
、
金

融
機
関
双
方
の
痛
み
を
で
き
る

だ
け
和
ら
げ
る
た
め
に
、
廃
業

支
援
等
を
行
う
こ
と
も
含
ま
れ

別 表

㈱創造経営センター
マネージャー・中小企業診断士

高橋 朋秀氏

中小企業金融円滑化法期限到来に備えて

業界特性も踏まえた
総合的な判断

トラック運送事業の特性を踏
まえた

・ 事業の継続性と収益性
の見通し

・ キャッシュ・フローによる
返済能力

・ 「事業計画」等の
   妥当性

・ 経営者の資質、営業力、
技術力

等

債務者区分の
最終判定

正常先

要
注
意
先

その他の
要注意先

要管理先

破綻懸念先

実質破綻先

破綻先

信用格付け

決算書の入手

実態の貸借対照表、実態の
損益計算書を手作業で算出

財務データによる
最初の格付け

定性的要因を分析

金
融
円
滑
化
法
の
概
要
と
経
過

金
融
サ
イ
ド
の
視
点
か
ら

寄
稿
特
集
㊤

⇦



　平成７年㈱創造経営センター入
社。コンサルティング事業部マネー
ジャー。中小企業診断士。運輸・物
流業を中心に、個別企業の経営診
断・指導、再生診断・指導、各種研
修業務に従事。
　トラック協会関連では、経営革
新・経営分析テキスト作成、経営診
断・相談事業、事業者向け経営分
析・財務管理研修、適正化指導員ス
テップアップ研修等に携わる。
　平成20年より１年間、任期付任用
にて国土交通省国土交通政策研究
所主任研究官として、運輸業の組織
的安全マネジメント、交通産業の倒
産分析等を担当。

高橋朋秀氏の
プロフィール

量
分
析
が
中
心
だ
が
、
財

務
デ
ー
タ
に
表
れ
な
い
経
営
者

の
資
質
、マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
体
制
、

計
数
管
理
の
状
況
、
輸
送
分
野

の
専
門
性
や
物
流
に
関
す
る
技

術
力
、
営
業
力
、
金
融
機
関
と

の
取
引
実
績
等
、
定
性
的
分
析

も
加
味
さ
れ
る
図
表
２
。

っ
て
、
そ
の
よ
う
な
立
場
を
理

解
し
、
債
務
者
区
分
向
上
に
向

け
た
積
極
的
な
姿
勢
の
事
業
者

が
評
価
さ
れ
や
す
い
。
そ
の
入

り
口
が
「
事
業
計
画
の
策
定
」

で
あ
る
。

中
小
企
業
の
不
良
債
権

の
判
断
の
流
れ

　

金
融
機
関
は
、
経
営
再
建
ま

た
は
支
援
を
目
的
と
し
た
貸
出

条
件
の
変
更
（
リ
ス
ケ
も
含
ま

れ
る
）
に
応
じ
た
場
合
に
は
、

そ
の
債
権
を
不
良
債
権
の
一
つ

と
し
て
開
示
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
債
務
者
は
「
要
管
理
先
」

以
下
に
区
分
さ
れ
、
利
息
や
新

規
融
資
に
お
い
て
、
不
利
な
取

り
扱
い
を
受
け
る
図
表
３
。

　

リ
ス
ケ
を
行
う
と
、
通
常
は

「
要
管
理
先
」
以
下
に
区
分
さ

れ
る
が
、
中
小
企
業
の
場
合
、

以
下
の
「
実
現
性
の
高
い
抜
本

的
な
事
業
計
画
」
が
あ
れ
ば
、

ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
の
可
能
性
が
あ

る
。

・ 「
実
現
性
の
高
い
」
と
は
、

例
え
ば
荷
主
別
な
ど
に
過

去
実
績
や
営
業
情
報
に
基

づ
く
売
上
計
画
（
裏
付
け
の

な
い
○
○
％
売
上
ア
ッ
プ

で
は
だ
め
）、
運
行
三
費
や

有
料
道
路
代
な
ど
車
両
別

や
ル
ー
ト
別
な
ど
に
具
体

化
し
た
変
動
費
計
画
、
ロ
ス

が
発
生
し
て
い
る
人
件
費

や
各
種
固
定
費
の
明
細
に

基
づ
く
計
画
、
ま
た
車
両
の

代
替
な
ど
も
見
据
え
て
、
利

益
の
見
積
も
り
を
厳
し
く

み
て
い
る
こ
と
等
。

・ 「
抜
本
的
な
」
と
は
、
お
お

む
ね
５
年
以
内
（
最
長
10
年

以
内
）
に
、
債
務
者
区
分
が

「
正
常
先
」に
移
行
で
き
る
、

あ
る
い
は
「
要
注
意
先
」
で

あ
っ
て
も
、
自
助
努
力
で
事

業
の
継
続
が
で
き
る
こ
と
。

　

金
融
機
関
は
、
融
資
先
の
債

務
者
区
分
を
で
き
る
だ
け
良
く

し
た
い
。コ
ス
ト
負
担
が
減
り
、

担
当
者
は
、
高
い
金
利
や
追
加

担
保
を
要
求
す
る
こ
と
で
、
嫌

が
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
。
債
務

者
区
分
を
高
め
る
こ
と
は
、
金

融
機
関
、
事
業
者
双
方
に
と
っ

て
メ
リ
ッ
ト
が
大
き
い
。
と
は

い
え
、
厳
し
い
行
政
の
監
督
の

中
で
は
、
ル
ー
ル
に
従
っ
た
評

価
を
行
う
し
か
な
い
。
し
た
が

　

大
事
な
の
は
「
リ
ス
ケ
に
応

じ
て
も
ら
え
な
い
＝
破
産
、
で

は
な
い
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

後
も
事
業
を
継
続
し
て
い
る
事

業
者
も
あ
る
。リ
ス
ケ
で
き
ず
、

返
済
が
滞
る
と
、
一
定
の
段
階

で
、
金
融
機
関
は
、
そ
の
債
権

を
不
良
債
権
処
理
す
る
。「
不

良
債
権
処
理
に
至
る
＝
破
産
、

で
は
な
い
」
が
、
信
用
を
失
う

た
め
、
そ
の
後
は
融
資
を
受
け

る
こ
と
が
困
難
に
な
る
。
で
き

れ
ば
避
け
た
い
こ
と
で
あ
る
。

①  

債
権
者
が
金
融
機
関

か
ら
移
る

　

不
良
債
権
処
理
の
方
法
は
、

信
用
保
証
協
会
保
証
付
き
融
資

と
そ
う
で
は
な
い
融
資
（
プ
ロ

パ
ー
融
資
）
に
よ
り
異
な
る
。

処
理
後
は
、
債
権
者
が
金
融
機

関
か
ら
信
用
保
証
協
会
や
サ
ー

ビ
サ
ー
※
に
移
り
、
以
後
は
こ

ち
ら
と
や
り
と
り
を
す
る
こ
と

に
な
る
。

※
サ
ー
ビ
サ
ー
（
債
権
の
管
理

・
回
収
業
者
＝
債
権
管
理
回
収

業
に
関
す
る
特
別
措
置
法
に
基

づ
き
、
認
可
さ
れ
営
業
）

②  

信
用
保
証
協
会
保
証

付
き
融
資
の
場
合

　
「
代
位
弁
済
」
と
は
、
信
用

保
証
協
会
が
債
務
者
の
代
わ
り

に
金
融
機
関
に
残
り
の
融
資

を
一
括
返
済
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
後
は
、
信
用
保
証
協

会
が
事
業
者
や
連
帯
保
証
人
と

支
払
い
の
交
渉
を
す
る
。
不
動

産
な
ど
の
担
保
は
売
却
し
、
換

金
さ
れ
、
連
帯
保
証
人
の
資
産

も
取
り
立
て
ら
れ
る
。
ま
た
、

代
位
弁
済
の
記
録
が
信
用
保
証

協
会
に
残
り
、
信
用
保
証
協
会

の
借
入
の
み
な
ら
ず
、
プ
ロ
パ

ー
借
り
入
れ
の
道
も
閉
ざ
さ
れ

る
。
代
位
弁
済
を
受
け
た
代
表

者
が
別
の
会
社
の
代
表
と
な
っ

て
も
だ
め
で
あ
る
。
即
破
産
で

は
な
い
が
、
借
入
の
手
段
が
完

全
に
途
絶
え
る
こ
と
に
な
り
、

事
業
を
行
う
こ
と
が
厳
し
い
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
図
ａ

。

③ 

プ
ロ
パ
ー
融
資
の
場
合

　

保
証
付
き
融
資
と
異
な
り
、

金
融
機
関
の
経
営
状
況
や
考
え

方
、
民
間
と
公
的
金
融
機
関
と

の
違
い
で
も
異
な
る
。
一
般
的

に
は
、
金
融
機
関
か
ら
回
収
・

保
全
強
化
の
交
渉
が
あ
り
、
担

保
が
あ
れ
ば
処
分
さ
れ
る
。
そ

の
後
、
金
融
機
関
が
自
力
回
収

を
最
後
ま
で
行
う
か
、
サ
ー
ビ

サ
ー
へ
売
却
さ
れ
る
。

　

売
却
後
は
、
事
業
者
は
払
え

る
金
額
を
払
い
な
が
ら
一
括
買

い
取
り
の
金
額
や
タ
イ
ミ
ン
グ

を
サ
ー
ビ
サ
ー
と
交
渉
す
る
。

一
定
期
間
返
済
を
続
け
た
後
、

サ
ー
ビ
サ
ー
か
ら
「
ま
と
ま
っ

た
金
額
が
出
せ
な
い
か
」
と
い

っ
た
提
案
が
あ
る
。
サ
ー
ビ
サ

ー
は
金
融
機
関
か
ら
の
買
い
取

り
金
額
よ
り
高
く
売
れ
れ
ば
よ

い
た
め
、
事
業
者
は
払
え
る
金

額
を
基
に
し
っ
か
り
と
交
渉
す

る
必
要
が
あ
る
。
交
渉
が
合
意

に
至
れ
ば
、
事
業
者
の
債
務
は

実
質
的
に
消
滅
す
る
。

　

最
終
的
な
支
払
額
は
元
の
債

務
金
額
よ
り
少
な
い
が
、
担
保

不
動
産
は
競
売
や
任
意
売
却
さ

れ
、
連
帯
保
証
人
の
資
産
も
取

り
立
て
ら
れ
、
事
業
者
や
代
表

者
の
信
用
に
は
傷
が
付
く
。
今

後
融
資
を
受
け
る
際
に
は
大
き

な
支
障
と
な
り
、
復
活
が
難
し

く
な
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
図
ｂ
。

　

金
融
円
滑
化
法
の
期
限
到
来

に
よ
り
、
金
融
機
関
が
リ
ス
ケ

に
応
じ
な
く
な
る
の
で
は
と
、

現
在
リ
ス
ケ
中
ま
た
は
、
検
討

中
の
事
業
者
に
と
っ
て
心
配
の

種
で
あ
ろ
う
。
悲
観
的
な
記
事

や
報
道
も
あ
れ
ば
、
楽
観
的
な

声
も
あ
る
。
し
か
し
、
事
業
者

が
取
り
組
む
べ
き
こ
と
は
、「
経

営
改
善
や
再
建
に
向
け
た
努
力

を
怠
ら
な
い
こ
と
」「
経
営
情

報
を
き
ち
ん
と
開
示
し
て
い
く

こ
と
」
の
２
点
と
い
え
る
。

①  

事
業
計
画
を
自
ら
策

定
し
、自
主
性
を
も
っ

た
経
営
姿
勢
を
示
す

　

リ
ス
ケ
先
事
業
者
へ
の
、
金

融
機
関
の
関
心
は
、
極
論
す
れ

ば
、「
い
つ
か
ら
正
常
の
返
済

に
戻
せ
る
の
か
」
で
あ
る
。
経

営
改
善
や
再
建
の
王
道
は
、
事

業
計
画
を
自
ら
立
て
、
定
期
的

に
金
融
機
関
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
続
け
る
中
で
、
債
務

を
徐
々
に
減
ら
し
て
い
く
こ
と

で
あ
る
。

②  

作
成
し
た
事
業
計
画

に
責
任
を
も
ち
、 

改
善
に
取
り
組
む

　

事
業
計
画
は
作
成
す
れ
ば
よ

い
も
の
で
は
な
く
、
実
現
性
が

高
く
、抜
本
的
な
も
の
で
あ
り
、

達
成
度
合
い
に
も
責
任
が
求
め

 図表３   中小企業融資における不良債権の判断の流れ

※
　同等な信用リスクを有している債務者に
対して通常適用される、新規貸出実行金利

※※
　中小企業においては、以下を描くことがで
きた事業計画をいう。
「実現性の高い」とは、
実現に必要な関係者との同意があり、債権
放棄等の額が確定し、計画を超える支援は
見込まれず、売上高、費用、利益の見積もり
は十分に厳しくしてあること。
「抜本的」とは、
5年以内（最長10年以内）に、債務者区分が
「正常先」あるいは「その他の要注意先」に
なること。
　また、中小企業向け融資においては、貸
出条件変更時より最長1年以内に策定すれ
ば可。
これらは金融円滑化法終了後も変更はな
い。

はい

はい

いいえ

不
良
債
権
と
な
ら
な
い

経営再建または支援を図る目的として
貸出条件の変更を行った
（貸出条件緩和債権）

「不良債権」に該当。
事業者の債務者区分は、「要管理先」
以下のランクに引き下げられる

基準金利※が適用、または同
等の利回りが確保されている

実現性の高い抜本的
な『事業計画』※※が
作成されているか

保証協会と
企業・連帯保証人との
交渉

信用保証協会から
金融機関へ代位弁済

サービサーから企業
への債権売却により、
債務は実質的消滅

サービサーとの交渉サービサーから
手打ちの呼びかけ

企業から
サービサーへ
支払い継続

金融機関から売却

2 

不
良
債
権
の
決
ま
り
方

3 

金
融
機
関
は
、融
資
先
の
債
務
者
区
分
を

で
き
る
だ
け
良
く
し
た
い

4 

リ
ス
ケ
に
応
じ
て
も
ら
え
ず
、返
済
で
き

な
く
な
っ
た
ら
ど
の
よ
う
に
な
る
か

４
．金
融
機
関
の
目
線
か
ら
、

事
業
者
が
取
り
組
む
べ
き
こ
と

ら
れ
る
。
こ
の
実
現
の
鍵
は
、

「
経
営
者
の
姿
勢
、意
識
改
革
」

で
あ
る
。

　

貨
物
輸
送
量
の
伸
び
悩
み
、

市
場
競
争
の
激
化
、
高
い
軽
油

価
格
や
ド
ラ
イ
バ
ー
不
足
な
ど

厳
し
い
環
境
の
中
で
も
、
必
ず

利
益
を
出
す
こ
と
で
あ
る
。

◇　
　

◇

　

今
回
み
て
き
た
金
融
円
滑
化

法
に
関
連
し
た
内
容
を
踏
ま
え

て
、
次
回
は
、
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
が
ど
の
よ
う
な
経
営
上

の
決
断
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
か
を
み
て
い
く
。
そ
し
て
そ

の
決
断
を
ど
の
よ
う
に
事
業
計

画
に
表
し
、
計
数
に
基
づ
く
経

営
を
行
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か

説
明
す
る
。

 

（
次
回
へ
つ
づ
く
）

図ａ 信用保証協会保証付き融資の場合

図ｂ プロパー融資の場合

　平成20年９月のリーマンショックから１
年経過したが、日本の経済金融情勢およ
び雇用環境が依然として厳しく、特に中
小零細企業の資金繰りは深刻な状況に
あった。
　このような情勢の中、貸し渋り、貸しは
がし対策および年末を越えるための資金
繰り対策が急務との認識の下、中小企業
者等に対する金融の円滑化を図るための

臨時措置として、中小企業金融円滑化法
が平成21年12月４日に施行された。
　この法律では、中小企業等から申し込
みがあった場合、できる限り貸付条件の
変更等の措置をとるよう努めることなど
の金融機関の努力義務や、この実効性を
高めるための金融機関の取り組み、行政
上の対応、金融検査・監督上の対応、信
用保証制度の充実等の措置が講じられ

た。
　当初は、平成23年３月末までの時限
立法であった。しかし、中小企業者の資
金繰りが引き続き厳しく先行きも不透明
で、貸付条件の変更等が引き続き求めら
れたため、法律の期限を平成24年３月
末まで１年間延長されたという経緯があ
る。さらに平成25年３月末まで１年間延
長され、現在に至っている。

中小企業金融円滑化法の制定背景、２回の延長の経過memo

⇩

全日本トラック協会

「中小企業金融円滑化法の期限到来に
  関するセミナー」を開催
　全日本トラック協会と国土交通省では、「中小企業金融円
滑化法の期限到来に関するセミナー」を開催します。

 開 催 日   平成25年２月13日（水）　13時30分～16時00分
 開 催 場 所   全日本トラック協会・会議室
  プログラム 「金融円滑化法の期限到来について」、「金融円滑
化法の期限到来への金融機関の対応について」、「金融円滑化
法の期限到来への運送事業者が取るべき対応について」

申し込み方法等は、全ト協ホームページを参照
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～道路交通法編36～ 

【解 答】３面に問題
❶  × （法第3条・施行規則第2条）大型自

動車とは、車両総重量が11,000キロ
グラム以上、最大積載量が6,500キロ
グラム以上、乗車定員が30人以上の
ものをいう。

❷  ○ （第31条の２）停留所において乗客
の乗降のため停車していた乗合自
動車が発進するため進路を変更しよ
うとして手または方向指示器により
合図をした場合においては、その後
方にある車両は、その速度または方
向を急に変更しなければならないこ
ととなる場合を除き、当該合図をした
乗合自動車の進路の変更を妨げて
はならない。

❸  × （法第52条 施行令19条）夜間以外
の時間で灯火をつけなければなら
ないのは、一般道路では視界が50
メートル以下、高速自動車国道及び
自動車専用道路では視界が200メー
トル以下の場合である。

❹  × （施行令第2条）赤の点滅信号の場
合、車両等は、他の交通の有無に
かかわらず、停止位置で一時停止し
なければならない。

❺  ○ （第２条１項第20号）徐行とは、車
両等が直ちに停止することができる
ような速度で進行することをいい、お
おむね時速10キロ以下の速度とさ
れている。

解答解説

①左側の路側帯を子どもを乗せた自転車が通行して
いますが、その進路の先にはダンボールが置かれ
ており、それを避けるために車道に出てきたり、進
路を変える時にバランスを崩し転倒する危険があり
ます。（図１）
②駐車車両の向こう側から駐車車両の運転者や歩行
者が車道に出てくると、はねてしまう危険があります。
（図２）
③対向車線の前方の状況を確認せずに駐車車両を追
い越していくと、対向車が接近している場合には衝
突する危険があります。（図3）

①子どもを乗せた二人乗りや三人乗りの自転車は不
安定で、ちょっとした路面の変化やバランスを崩し
たり、進路を変更する際にふらついたりすることが
あります。また、万一転倒した場合には前後に乗せ
た子どもが車道に放り出されることがありますから、
二人乗りや三人乗りの自転車には特段の注意が必
要です。

※二人乗りより三人乗りの方が不安定であることはいうまでもあ
りませんが、対面してくる自転車の場合、前に乗せた子どもは
見えても後ろに乗せた子どもは見えないことがあります（前方
を走行している自転車の場合はその逆になります）。そのため、
二人乗りに見えても実際には三人乗りというケースもあります
から、その点にも十分留意しましょう。

②駐車車両の向こう側から人が出てくることはよくあ
ります。駐車車両の周囲によく目を配り、人が出てこ
ないかどうかをよく確認しましょう。

③前方が左カーブになっている道路で駐車車両があ
る場合、前方の状況が確認しにくく、対向車の発見
が遅れることがありますから、駐車車両を追い越す
時は徐行して、前方の状況をしっかり確認しながら
進行しましょう。

　あなたは前方がカーブしている道路を走行
しています。前方左側に駐車車両があり、路側
帯を子どもを乗せた自転車が通行しています。
この場面にはどのような危険がありますか。ま
た、危険を避けるためにはどのような運転をす
ればよいでしょうか。考えてみましょう。

◆どのような危険がありますか？

◆どのような運転をすれば危険を避けることができますか？

図１

図2

図3

危険予知訓練（KYT）シートの解説
▶交通事故防止編

（
３
面
）

☜
こ
の
角
を
基
準
に
拡
大
率
を
235
％
に
設
定
す
る
と
、
A4
サ
イ
ズ
で
プ
リ
ン
ト
で
き
ま
す
。

平成25年３月末
㈱創造経営センター

マネージャー・中小企業診断士

高橋 朋秀氏

中小企業金融円滑化法期限到来に備えて月末月末月末

１
．運
送
事
業
者
の
選
択
肢

　
前
回
は
中
小
企
業
金
融
円
滑
化
法
の
期
限
到
来（
平
成
25
年
３
月
末
）に
あ

た
り
、金
融
機
関
サ
イ
ド
の
視
点
を
解
説
し
た
。
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
に
と

っ
て
、金
融
機
関
の
融
資
先
振
り
分
け
の
姿
勢
は
、「
計
数
に
基
づ
く
経
営
へ
の

転
換
」を
求
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
厳
し
い
環
境
の
中
で
も

経
営
改
善
を
行
い
、利
益
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
赤
字
で
資
金
繰
り
が
厳
し
い
経
営
な
ら
ば
、
経
常
利
益
の
黒
字
化
を
お
お
む

ね
３
年
以
内
、債
務
超
過
の
解
消
を
５
年
以
内（
条
件
付
き
で
最
長
10
年
）、債

務
超
過
を
解
消
し
た
際
の
債
務
償
還
年
数
は
お
お
む
ね
10
年
以
内
が
必
須
と
な

る
。
こ
の
よ
う
な「
事
業
計
画（
経
営
改
善
計
画
）」を
策
定
し
、
自
主
性
を
も

っ
た
経
営
姿
勢
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
今
回
は
、
計
数
と
詳
細
な
行
動
計
画
に
裏
付
け
さ
れ
た
事
業
計
画
を
ど
の
よ

う
な
考
え
方
で
策
定
し
て
い
け
ば
よ
い
か
整
理
し
て
お
く
。

　

ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
者
を
取

り
巻
く
経
営
環
境
の
中
で
、
経

営
者
は
次
の
よ
う
な
選
択
肢
を

迫
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
金
融
機
関
の
支
援
ス

タ
ン
ス
も
、
金
融
庁
の
監
督
指

針
に
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
振
り

分
け
を
し
て
い
く
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る　
　
　

。

　
「
新
事
業
分
野
の
拡
充
」は
、

ハ
ー
ド
ル
が
高
く
、大
手
や
地

域
の
中
核
と
な
る
一
部
の
事
業

者
の
戦
略
で
あ
る
。
ま
た
、「
現

状
の
や
り
方
で
シ
ェ
ア
拡
大
」

で
き
る
の
は
、価
格
競
争
力
を

も
っ
た
中
堅
の
良
好
企
業
で
あ

り
、
中
小
事
業
者
に
は
難
し
い

選
択
肢
で
あ
る
。「
規
模
縮
小

で
存
続
」
と
い
う
選
択
肢
は
、

コ
ス
ト
高
や
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン

ス
コ
ス
ト
も
必
須
と
な
る
業
界

に
お
い
て
、
い
ず
れ
は
⑤
や
⑥

の
譲
渡
・
合
併
や
廃
業
に
追
い

込
ま
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

中
小
規
模
の
多
く
の
事
業
者

で
は
、
ま
ず
は
足
元
の
改
善
を

徹
底
し
て
経
営
力
を
強
化
し
、

必
ず
利
益
を
出
し
て
生
き
残
る

こ
と
を
最
優
先
に
し
た
い
。

図
表
１

① 新事業分野の拡充
② 現状のやり方でシェア拡大
③ 足元の経営改善で経営力強化
④ 規模縮小で存続
⑤ 事業譲渡あるいは合併
⑥ 廃業

 図表１ 

２
．経
営
改
善
で
経
営
力
を
強
化

　

実
際
に
経
営
改
善
で
経
営
力

強
化
を
し
て
い
く
際
に
、
以
下

の
８
つ
の
取
り
組
み
は
、
業
界

で
は
「
分
か
っ
て
い
る
」
こ
と

で
あ
る
が
、
ど
の
程
度
実
践
し

て
い
る
か
に
よ
っ
て
経
営
力
に

差
が
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
８
つ
の
項
目
は
、

経
営
改
善
方
針
の
基
本
骨
子
と

な
る
。
ま
た
、事
業
計
画（
経

営
改
善
計
画
）に
お
い
て
も
、必

ず
求
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

1 

改
善
の
基
本
骨
子

1
「 

ロ
ス（
損
失
）」を

　 

極
限
ま
で
減
ら
す

　

事
故
・
ミ
ス
・
ク
レ
ー
ム
に

よ
る
ロ
ス
は
、
事
故
修
理
費
や

割
高
の
保
険
料
と
い
っ
た
直
接

の
損
失
だ
け
で
は
な
い
。
前
向

き
な
取
り
組
み
に
使
う
べ
き
貴

重
な
時
間
を
奪
う
。

　

経
費
削
減
の
前
に
、ま
ず
は

ロ
ス（
損
失
）を
極
限
ま
で
削

減
す
る
。
や
は
り
安
全
・
品
質

が
基
本
な
の
で
あ
る
。

2  

赤
字
業
務
の
見
直
し

　

赤
字
で
あ
る
こ
と
は
分
か
っ

て
い
る
が
、
赤
字
の
原
因
が
分

か
っ
て
い
な
い
。
原
価
計
算
は

こ
の
た
め
の
強
力
な
武
器
と
な

る
。
車
両
別
な
ど
に
よ
る
稼
働

分
析
、
ル
ー
ト
別
、
仕
事
別
、

荷
主
別
な
ど
の
採
算
把
握
を
行

い
、
ど
こ
が
赤
字
な
の
か
、
ど

う
す
れ
ば
黒
字
に
な
る
の
か
を

徹
底
し
て
見
直
す
。
そ
し
て
運

行
効
率
を
高
め
る
営
業
活
動
の

展
開
、
配
車
の
改
善
に
役
立
て

て
い
く
。

3 

変
動
費
削
減
の
徹
底

　

運
行
三
費
や
有
料
道
路
代
な

ど
の
変
動
費
の
削
減
は
、
自
社

で
で
き
る
最
も
基
本
的
な
経
営

改
善
の
手
法
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
経
営
者
が
○
％
削

減
と
計
画
す
る
だ
け
で
は
実
現

が
で
き
な
い
。
車
両
別
の
基
準

を
明
確
に
し
て
、
ド
ラ
イ
バ
ー

の
理
解
を
得
て
一
緒
に
取
り
組

み
続
け
る
こ
と
が
必
要
と
な

る
。

4 

固
定
費
の
切
り
詰
め

　

一
律
に
○
％
削
減
で
は
実
現

は
お
ぼ
つ
か
な
い
。
自
社
の
総

用
と
徹
底
的
に
削
減
す
る
費
用

を
ゼ
ロ
ベ
ー
ス
で
見
極
め
る
。

　

人
件
費
に
つ
い
て
は
、
業
務

棚
卸
し
・
業
務
分
析
な
ど
を
行

い
、
適
正
な
人
員
配
置
と
人
件

費
配
分
に
し
て
い
く
必
要
が
あ

る
。

5  

ド
ラ
イ
バ
ー
の

定
着
・
確
保

　

多
く
の
事
業
者
が
ド
ラ
イ
バ

ー
の
採
用
に
苦
し
ん
で
い
る
が
、

ま
ず
は
今
い
る
ド
ラ
イ
バ
ー
を

し
っ
か
り
と
定
着
さ
せ
る
こ
と

が
先
で
あ
る
。

　

待
遇
の
問
題
だ
け
で
な
く
、

事
業
計
画
に
よ
り
将
来
へ
の
道

筋
を
示
し
、
経
営
力
強
化
に
取

り
組
む
経
営
姿
勢
が
、
働
く
人

に
安
心
を
与
え
て
い
く
。
ド
ラ

イ
バ
ー
の
退
職
で
自
車
稼
働
率

が
下
が
る
こ
と
に
よ
る
機
会
損

失
、
定
着
が
悪
い
こ
と
に
よ
る

採
用
経
費
の
ロ
ス
も
大
き
い
。

　

 

「
利
は
元
に
あ
り
」。
運
送

事
業
者
に
と
っ
て
大
き
な
買
い

物
は
何
と
い
っ
て
も
車
両
や
物

流
資
産
で
あ
る
。
買
い
方
・
所

有
の
仕
方
に
よ
っ
て
、
そ
の
後

の
損
益
・
資
金
に
大
き
な
影
響

を
及
ぼ
す
。
運
送
業
の
経
営
者

は
車
が
好
き
な
の
で
、
独
断
で

購
入
し
て
現
場
の
ニ
ー
ズ
に
合

わ
な
い
、
償
却
や
リ
ー
ス
料
が

上
が
っ
て
利
益
が
出
に
く
く
な

る
と
い
う
話
を
よ
く
耳
に
す
る
。

　

車
両
代
替
は
新
た
な
利
益
を

生
ま
な
い
投
資
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
利
益
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ

ー
の
観
点
か
ら
計
画
に
盛
り
込

む
必
要
が
あ
る
。

　

事
業
計
画
を
実
行
し
、
進
捗

管
理
を
行
っ
て
い
く
計
画
も
具

体
化
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
基
本
と
な
る
の
が
、
月
次

決
算
や
日
次
決
算
、
現
場
で
の

原
単
位
管
理
で
あ
る
。
会
計
は

経
営
の
羅
針
盤
で
あ
る
。
月
次

決
算
は
締
め
て
か
ら
10
日
後
に

出
せ
る
よ
う
に
す
る
。
採
算
分

析
や
変
動
費
の
基
本
と
な
る
部

門
別
、
車
両
別
な
ど
の
損
益
把

握
を
行
う
。

　

毎
月
の
実
績
の
検
討
や
毎
日

の
原
単
位
管
理
を
通
じ
て
、
計

画
と
実
績
を
比
較
し
、
差
異
が

あ
れ
ば
原
因
を
調
べ
、
で
き
る

だ
け
早
く
手
を
打
っ
て
い
く
体

制
を
組
む
。

　

中
小
の
運
送
事
業
者
に
お
い

て
は
、
経
営
者
が
も
っ
て
い
る

人
間
性
や
改
善
志
向
の
経
営
姿

勢
な
ど
が
、
運
転
や
荷
扱
い
、

計
数
管
理
や
人
材
の
質
な
ど
に

現
れ
る
。こ
の
自
社
ら
し
さ
が
、

既
存
取
引
の
充
実
、
新
規
取
引

の
開
拓
に
結
び
付
い
て
い
く
。

　

こ
れ
ら
が
企
業
価
値
に
な
る
。

事
業
計
画
づ
く
り
に
お
い
て
、

自
社
の
存
在
意
義
、
荷
主
や
物

流
活
動
に
お
け
る
貢
献
、
そ
れ

を
成
ら
し
め
る
人
の
質
や
業
務

の
質
、
顧
客
と
の
信
頼
関
係
な

ど
を
掘
り
下
げ
、
そ
の
変
化
を

み
て
み
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。

こ
れ
ら
が
利
益
を
生
み
出
す
モ

ト
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。

勘
定
元
帳
を
精
査
し
、

何
に
、
い
つ
、
い
く
ら

使
用
し
て
い
る
か
を
把

握
す
る
。
こ
れ
が
経
費

分
析（
勘
定
分
析
）
で

あ
る
。
か
け
る
べ
き
費

2 

経
営
者
の
決
断

　

い
ろ
い
ろ
な
改
革
を
し
よ
う

と
す
る
と
抵
抗
も
大
き
い
。
し

か
し
最
も
大
き
な
抵
抗
は
、
経

営
者
自
身
の
内
側
に
あ
る
。
多

く
の
経
営
者
が
過
去
の
成
功
体

験
を
忘
れ
ら
れ
ず
、
現
実
の
経

営
の
危
機
に
対
し
て
、
正
面
か

ら
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
ず
に
、

現
状
延
長
の
取
り
組
み
を
超
え

ら
れ
な
い
で
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

　

そ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
て
、

金
融
円
滑
化
法
の
期
限
到
来
に

よ
る
環
境
変
化
は
、
過
去
延
長

の
や
り
方
を
脱
し
て
い
く
絶
好

の
機
会
で
あ
る
。
一
時
の
猶
予

期
間
は
終
わ
り
、
甘
え
の
許
さ

れ
な
い
環
境
に
な
っ
て
き
て
い

る
。
今
こ
そ
経
営
の
基
本
を
身

に
付
け
、
計
数
を
活
用
し
た
経

営
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
い
く
決

断
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
決

意
を
、
事
業
計
画
に
反
映
し
、

定
期
的
な
進
捗
報
告
が
で
き
る

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
強
化
し
て
い

く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。

3
．事
業
計
画
づ
く
り
の
基
本

　

周
囲
に
認
め
ら
れ
る
計
画
と

は
、
経
営
者
自
身
の
強
い
意
思

（
責
任
）が
あ
る
こ
と
、
正
確

な
現
状
分
析
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
、
金
融
機
関
に
提
出
す
る

事
業
計
画（
経
営
改
善
計
画
）

で
は
、
な
ぜ
赤
字
な
の
か
が
分

析
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
赤
字
原

因
を
取
り
除
く
対
策
が
明
確
で

あ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
に
基
づ
く

計
画
に
合
理
性
や
実
現
性
（
具

体
性
や
裏
付
け
）
が
求
め
ら
れ

る
。

　

経
営
改
善
方
針
に
基
づ
き
、

財
務
計
画
、
個
別
計
画
、
行
動

計
画
を
関
連
あ
る
も
の
と
し
て

作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。←

8 

危
機
の
時
こ
そ
、

そ
の
人
ら
し
さ
、

自
社
ら
し
さ
を
掘

り
下
げ
る

6 

適
正
な
車
両
設
備
投

資
、
物
流
資
産
の

取
得・賃
借
の
判
断

7  

月
次
決
算
・
日
次

管
理
の
改
善

今
後
の
ト
ラ
ッ
ク
運
送

事
業
者
の
取
る
べ
き
対
応

寄稿特集㊦



←
通
常
の
社
内
の
事
業
計
画

に
お
い
て
は
、
財
務
計
画
と
い

う
と
損
益
計
画
だ
け
の
場
合
が

多
い
が
、
資
金
収
支
や
財
政
状

態
に
つ
い
て
も
作
成
す
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
実
際
に
リ
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル（
リ
ス
ケ
）や
再
生
計

画
に
お
い
て
の
実
務
上
は
こ
れ

ら
が
必
要
と
な
る
。

　

し
か
し
、
慣
れ
な
い
財
務
計

画
な
の
で
、
作
成
に
は
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
ソ
フ
ト
な
ど
を
活

用
し
て
、
一
気
に
作
成
す
る
と

よ
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の

数
字
の
裏
付
け
と
な
る
個
別
計

画
、
行
動
計
画
な
ど
具
体
的
内

容
の
検
討
に
時
間
を
使
う
こ
と

で
あ
る
。

　
1 

財
務
計
画
の
作
成　

2 

個
別
計
画
の
ポ
イ
ン
ト

　
3 

行
動
計
画
の
ポ
イ
ン
ト

４
．今
後
の
対
応
に
向
け
て

　

な
お
、
借
入
に
つ
い
て
金
融

機
関
と
交
渉
す
る
場
合
に
は
、

財
務
計
画
だ
け
で
な
く
、
借
入

返
済
金
額
、
現
預
金
残
な
ど
資

金
繰
り
見
通
し
を
チ
ェ
ッ
ク
し
、

金
融
機
関
別
に
要
望
を
整
理
す

る
必
要
が
あ
る　
　
　

。

　

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ

ム
な
ど
で
財
務
計
画
の
大
枠
を

固
め
る
一
方
で
、
そ
の
中
身
に

つ
い
て
は
、
個
別
計
画
と
し
て

作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
ポ
イ

ン
ト
は　
　
　

の
通
り
で
あ
る
。

　

昨
年
比
５
％
増
と
い
っ
た
前

年
踏
襲
型
の
計
画
は
、
特
に
金

融
機
関
に
提
出
す
る
事
業
計
画

に
お
い
て
は
通
用
し
な
い
。
荷

主
一
社
一
社
や
仕
事
一
つ
ひ
と

つ
を
考
え
る
。
営
業
情
報
に
基

づ
く
具
体
的
な
仕
事
の
依
頼
が

あ
る
な
ど
、
裏
付
け
が
必
要
で

あ
る
。
運
賃
交
渉
や
荷
物
の
増

減
を
加
味
し
、
既
存
荷
主
、
新

　

個
別
計
画
を
実
現
す
る
た
め

の
行
動
計
画
の
ポ
イ
ン
ト
は
、

誰
が
、
何
を
い
つ
ま
で
に
、
ど

の
よ
う
に
や
る
の
か
を
詳
細
化

し
、
特
に
具
体
的
な
対
策
と
期

待
効
果
を
明
確
に
す
る
こ
と
で

あ
る
。
階
層
別
の
作
成
ポ
イ
ン

ト
は　
　
　

の
通
り
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
個
別
計
画
を
実
現

す
る
た
め
の
原
価
の
把
握
、
月

次
決
算
、
実
績
検
討
、
日
次
管

理
等
、
立
て
た
行
動
計
画
を
ど

の
よ
う
な
場
で
、
ど
の
よ
う
に

進
捗
管
理
す
る
か
を
決
め
る
。

　

以
上
で
み
て
き
た
計
画
づ
く

り
に
お
い
て
、
全
日
本
ト
ラ
ッ

ク
協
会
で
は
、
業
界
の
現
状
に

関
す
る
資
料
や
デ
ー
タ
の
ほ
か
、

経
営
分
析
テ
キ
ス
ト
、
経
営
分

析
報
告
書
な
ど
を
発
行
し
て
い

る
。
計
画
の
背
景
、
数
値
の
裏

付
け
や
比
較
デ
ー
タ
と
し
て
も

有
効
で
あ
る
。

　

ま
た
、
Ｇ
マ
ー
ク
・
グ
リ
ー

ン
経
営
で
の
改
善
項
目
の
実
践
、

経
営
改
善
対
策
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
、

各
種
マ
ニ
ュ
ア
ル
、
成
功
事
例

集
な
ど
は
、個
別
計
画
の
内
容
、

行
動
計
画
の
項
目
と
し
て
も
実

践
性
・
具
体
性
の
あ
る
内
容
で
、

金
融
機
関
か
ら
み
て
合
理
性
や

実
現
可
能
性
の
あ
る
計
画
と
な

る
。

　

経
営
診
断
・
相
談
事
業
は
、

専
門
家
が
個
別
に
事
業
者
の
経

営
診
断
を
行
い
、
経
営
改
善
方

針
の
立
案
を
支
援
す
る
も
の
な

の
で
ぜ
ひ
活
用
い
た
だ
き
た
い

（
詳
細
は
、
全
ト
協
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
参
照
。問
い
合
わ
せ
先
は
、

経
営
改
善
事
業
部
﹇

03
・
５

３
２
３
・
７
６
２
７
﹈）。

◇　
　

◇

　

昨
年
8
月
に
施
行
さ
れ
た
中

小
企
業
経
営
力
強
化
支
援
法
で

は
、
新
た
な
融
資
な
ど
の
計
画

規
荷
主
と
い
っ
た
区
分
で
作
成

す
る
。
同
様
に
、
事
業
別
や
業

務
別
、
車
両
別
に
積
み
上
げ
て

検
討
す
る
。
こ
の
際
に
は
そ
れ

ぞ
れ
に
整
合
性
が
あ
る
こ
と
が

大
事
で
あ
る
　
　
　
。

　

収
入
や
コ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、

月
次
や
日
次
で
の
実
績
デ
ー
タ

を
整
備
し
て
、
分
析
や
行
動
改

善
に
活
用
す
る
と
と
も
に
、
次

の
計
画
設
定
に
生
か
し
て
い
く

こ
と
が
で
き
る
。

提
出
の
際
に
、
中
小
事
業
者
の

事
業
計
画
の
策
定
支
援
、
計
画

遂
行
に
係
る
指
導
や
助
言
を
行

う
こ
と
が
条
件
と
し
て
示
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
た
め
の
専
門
の

支
援
機
関
を
認
定
す
る
制
度
が

ス
タ
ー
ト
し
、
全
国
で
会
計
士

・
税
理
士
を
は
じ
め
、
中
小
企

業
診
断
士
な
ど
が
認
定
を
受
け

て
い
る
。

　

数
字
も
経
営
も
分
か
り
、
運

送
業
界
の
特
徴
も
分
か
っ
て
い

る
専
門
家
を
選
定
し
て
支
援
を

受
け
る
こ
と
が
、
リ
ス
ケ
や
新

た
な
融
資
を
受
け
る
際
に
有
効

で
あ
る
。                 

（
了
）

 図表３   収入計画の細分化（例）

既存荷主

（主力・重点・
 補助・撤退等
のランク付け）

新規荷主

社 内

運送事業

（運送・引越・産
廃等の区分）

倉庫事業

その他の事業

自車収入

傭車収入

収入予算

○○営業所

その他

荷主別 事業別 車両別

 図表４    変動費・固定費計画設定のポイント（抜粋）

燃料費 車両別に走行距離の計画、燃料単価、目標とする燃費
を基本として積み上げる。

部品・修理費
車検費：車両ごとの車検のタイミングや、車種別の金
額を考慮
一般修理費：予算を設定し、一度に大きな故障等が発
生しないための管理

タイヤ・チューブ費 走行距離などでタイヤ交換やローテーションの計画を考
慮し、車両別に積み上げる。

人件費
人数が少なければ個人別に積み上げる。
給料に固定費、歩合給がある時には、固定給は固定費
に、歩合給は変動費に分離。法定福利費、福利厚生費
等も考慮する。

固定費

原価と一般管理費をしっかりと区分。
勘定科目別に内容、目的、金額を明らかにし、ゼロベー
スで必要性を検討。
施策との整合性をとる。例えば保険料等は、安全への
取り組みが充実することで事故が減り、料率が下がる。
設備投資に伴う減価償却費やリース料を考慮する。

ドライバー
変動費の削減、省エネ運転、事故防止、車両の点検・交換。
現場の情報収集では、視点や書式、集約、検討の場まで
明らかにする。

管理費

固定費の削減、点呼の改善、ドライバーとのコミュニケ
ーションの改善。
輸送の効率化、作業の効率化、営業情報など業績に直
結する要素を明らかにし、毎日、毎週、毎月追いかける
指標を設定。

経営者 荷主・運賃の見直し、適正な車両購入、業務・荷主の開拓、
人材の定着・教育等。

 図表２   損益計画と資金計画を組みあげる
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 図表５   行動計画のポイント

行動計画

財務計画経営改善方針

個別計画

シミュレーションシステムで一気に作成する

売上予算

荷主別

車両別

部門別 総合利益予算の編成 見積貸借対照表

設備投資予算

投融資予算

運転資本予算運送原価予算

一般管理費予算

売上予算


